
　が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の推移

（歳入）　地方消費税交付金（社会保障財源化分） 182,500 千円（Ａ）

（歳出）　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 2,493,030 千円（Ｂ）

（単位：千円）

収入額
（H28～R2は決算額、

R3は予算額）

（Ｃ）

生活保護支給事務など

1,384,166 744,364 244,616 53,884 341,302

975,783 28,508 133,260 110,991 703,024

133,081 1,178 2,640 17,625 111,638

2,493,030 774,050 380,516 182,500 1,155,964

令和３年度一般会計予算関連資料

（単位：千円）

平成２９年度平成２８年度 平成３０年度

118,885 120,023 121,998

令和元年度

115,423

【引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源分）

年度 令和３年度

182,500

令和２年度

178,942

事　　業　　名

財源内訳

経　費
特定財源 一般財源

国庫支出金 その他
引上げ分の
地方消費税

交付金
その他

22,853

615,841 283,459 160,573 23,426 148,383
社

会

福

祉

31,026 4,565 3,608

200,364 99,162 41,850 8,093 51,259

7,186 1,333 2,345 479 3,029

50,005 744 3,936 6,180 39,145

479,744 359,666 31,347 12,098 76,633

409,662 72,068 46,031 291,563
社

会

保

険

160,858 12,473 51,397 13,224 83,764
①国民健康保険事業

87,025 1,778 11,624 73,623

318,238 16,035 8,017 40,112 254,074

40,056 1,178 2,640 4,941 31,297

保

健

衛

生

92,473 12,609 79,864市立芦別病院事業会計に対する補助金、特定不妊
治療費助成事務など

予防接種、健診、がん検査の実施など

合　　計(１)＋(２)＋(３)

小　　計(３)

ファミリースポーツ大会、スポーツ教室の開催な
ど

552 75 477

②後期高齢者事業

③介護保険事業

④介護サービス事業

①医療事業

②予防対策事業

③健康増進対策事業

①高齢者福祉事業

②障害者福祉事業

③児童福祉事業

④ひとり親福祉事業

⑤生活保護事業

⑥就学援助事業

地域生活支援事業、門口除雪サービス、高齢者温
泉等利用料扶助事務など

日常生活用具及び補装具給付事務、更生医療扶助
事務など

児童手当・児童扶養手当支給事務など

ひとり親医療費扶助事務など

修学奨励金交付事務、就学援助費扶助事務など

国民健康保険特別会計への繰出金

後期高齢者医療特別会計への繰出金

介護保険事業特別会計への繰出金

介護サービス事業特別会計への繰出金

小　　計(２)

小　　計(１)

別表２

高齢者福祉

31,026

1.3%

障害者福祉

615,841

24.7%

児童福祉

200,364

8.0%

ひとり親福祉

7,186

0.3%

生活保護

479,744

19.2%

就学援助

50,005

2.0%

国民健康保険

160,858

6.5%

後期高齢者

409,662

16.4%

介護保険

318,238

12.8%

介護サービス

87,025

3.5%

医療

92,473

3.7%

予防対策

40,056

1.6%

健康増進対策

552

0.0%

■社会福祉 ■高齢者福祉 ■社会保険 ■国民健康保険 ■保健衛生 ■医療

■障害者福祉 ■後期高齢者 ■予防対策

■児童福祉 ■介護保険 ■健康増進対策

■ひとり親福祉 ■介護サービス

■生活保護

■就学援助

社会保障４経費及びその他社会保障施策に要する経費歳出予算額

歳出総額2,493,030千円のうち、

特定財源1,154,566千円を除いた

1,338,464千円に対して引上げ分

の地方消費税交付金182,500千円

を按分して充当している。

歳出総額

2,493,030
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地方消費税は、国の税金である消費税と同様に、国内で

の販売、サービスの提供及び輸入貨物に対して課される税

金です。

令和元年１０月１日より消費税率 （国・地方）が８％か

ら１０％に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金

の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策

に要する経費に充てるものとされています。

過去の地方消費税交付金（社会保障財源化分）の推移と

社会保障４経費及びその他社会保障施策に要する経費は別

表１・２のとおりです。

別表１

単位：千円・％


